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県
、
審
査
指
針
考
慮
せ
ず

八
国
見
山
霊
開
発
「
私
様
抑
制
難
転
い
」

畠
膏
滞
渋
沢
に
警
ル

国
見
山
（
3
1
9
㍍
）
南

面
区
域
で
の
大
規
模
霊
園

開
発
題
で
、
県
が
霊
園

開
発
併
適
否
審
査
の
際
、

条
例
に
虐
め
た
審
査
指
針

を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
分
か
っ
た
。
県
は

住
民
向
け
説
明
書
で
「
（
開

発
に
つ
い
て
は
）
指
針
に

基
づ
い
て
審
査
す
る
」
と

し
て
い
た
。

適
否
審
査
に
つ
い
て
定

め
た
の
は
「
県
土
地
利
用

調
整
条
例
審
査
指
針
」
。

第
2
章
「
開
発
行
為
嶺
ト

す
る
共
通
基
準
」
の
各
項

「
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
で
、
「
集
団
的
扁

林
地
、
連
続
億
の
あ
象

露
地
、
良
好
な
水
辺
、

貴
重
な
生
物
種
の
生
存
が

確
認
さ
れ
て
い
る
地
域
な

ど
、
多
様
な
生
態
系
や
自

然
環
境
の
存
す
る
場
所

は
、
遠
力
開
発
区
域
に
含

ま
れ
な
い
よ
う
配
慮
す

る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

南
面
区
域
は
1
9
9
0

年
の
県
地
域
環
境
評
価
書

で
「
極
め
て
良
好
な
自
然

緑
地
で
植
生
的
に
も
重

要
」
、
と
し
て
、
最
高
の
A

l
ラ
ン
ク
地
に
評
価
さ
れ

て
い
る
が
、
昨
年
1
月
2
8

日
に
閑
か
軌
た
県
庁
関
係

1
0
課
の
課
長
故
習
構
成
す

る
調
整
会
議
幹
事
会
で

は
、
指
針
に
つ
い
て
は
触

れ
ら
れ
ず
、
開
発
区
域
が

A
l
ラ
ン
ク
地
で
あ
る
こ

と
や
生
物
多
様
性
の
保
全

に
つ
い
て
も
音
及
が
な
か

った。指
針
が
考
慮
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同

条
例
の
事
務
手
続
き
を

担
当
す
る
県
土
地
水
資

源
対
策
課
は
「
指
針
が
あ

っ
て
も
土
地
所
有
看
取
私

権
の
抑
制
は
難
し
い
。
県

と
奉
野
市
は
事
業
者
と

や
れ
る
だ
け
の
東
葦
を
し

た
」
と
釈
明
。
こ
れ
に
対

し
て
反
対
派
市
民
グ
ル
ー

プ
「
丹
沢
ア
ナ
覚
」
　
（
梶

谷
敏
夫
代
表
）
な
ど
は
「
指

針
に
基
づ
く
審
査
が
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
重
大

な
ミ
ス
。
ゝ
林
地
開
発
を
前

提
に
し
た
審
査
で
、
作
為

的
に
指
針
を
無
視
し
た
と

も
理
解
さ
れ
る
」
と
批
判

し
て
い
る
。

【
高
橋
和
夫
】


